


は し が き

司法試験は，2012 年（平成 23 年）５月で６回目の実施となりました。試験時間が「２
問で４時間」ではなく「１問２時間」に区切って実施されるようになり，時間配分の巧
拙による得点の違いは生じにくくなりました。出題形式・傾向もほぼ固まりつつあるの
で，対策は立てやすくなっています。
もっとも，合格者数は 2000 名を少し超える程度にとどまっており，合格率も23.5％，
と４人に１人しか合格できない試験となっています。また，法科大学院修了直後の合格
率が最も高く，修了後に受験回避をした人や２回目・３回目受験の合格率はかなり低くなっ
ています。旧司法試験と比較すると，暗記的要素が少ないので，受験期間が長くなること
が有利に働きません。問題文中の誘導・ヒントを上手く使って，具体的な事情を拾い上げ，
法的に評価していくことが要求されています。しかも，2013 年からは予備試験ルートで
の受験生が新規に参入します。ここ２，３年は予備試験ルートの受験生の人数はそれほど
多くならないと予想されますが，長期的には，ますます厳しい競争となっていきます。
司法試験合格の秘訣として，「条文から考える姿勢」「基本的知識の理解からスタートし
て，具体的事情を踏まえて応用していく流れのある答案」といったことが言われます。し
かし，これらは「言うは易し，行なうは難き」です。そこで，再現答案を比較検討するこ
とが重要となります。本書は，平成 23年度司法試験の論文式試験の必須科目全７問につ
いて，それぞれ，ＬＥＣ作成の答案例１通，再現答案６通を掲載いたしました。６通のうち，
５通は上位・中位・ボーダーの合格者からバランスよく選び出し，残り１通は不合格者の
再現答案を選びました。不合格者のものと比較検討することによって，「絶対に犯しては
いけないミス」や「絶対に落としてはいけない論点・検討事項」が具体的に分かります。
その年の受験生の出来・不出来を具体的に知るためには「採点実感等」や「ヒアリン
グ」の読み込みが必要となりますが，問題作成者・採点官が想定している「ここまでは
出来て欲しい」という水準を知るためには「出題趣旨」の分析で十分です。本書では，「出
題趣旨」と再現答案６通の分析を基に，採点の目安等を作成し，掲載しています。司法
試験は論文で半分の点数を獲得できれば，優に合格ラインに入る試験です。完璧を目指
す必要はありません。「ここだけは押さえる」という点を認識し，具体的事情の検討を
大事にする答案スタイルを確立すれば，合格はすぐ目の前です。
本書をご活用いただくことにより，皆様が必ずや司法試験に合格されるものと確信い
たしております。

2011 年 12 月吉日
� 株式会社　東京リーガルマインド
� ＬＥＣ総合研究所　司法試験部　
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出題趣旨（公法系　第 1問）
今年の問題でも，「暗記」に基づく抽象的，観念的，定型的記述ではなく，問題に即した憲法上の理論的考

察力，そして事案に即した個別的・具体的考察力を見ることを主眼としている。

問題を解くに当たって，問題文を注意深く読むことが必要である。議論が不必要に拡散しないように，問

題文の中にメッセージが書かれている。例えば，「行政手続法の定める手続に従って」中止命令が出されたこ

とは，手続上の問題は存在しないことを示している。

設問１は，まず，Ｘ社側が訴えを提起する場合の訴訟類型を尋ねている。訴訟法上の問題を詳論する必要

はなく，提起する訴訟類型を簡潔に記述すればよい。

法令違憲の主張に関しては，何でも書けばよいのではない。憲法の論文式問題において登場する弁護士は

重要な憲法判例や主要な学説を知っている，と想定している。したがって，憲法論として到底認められない

ような主張を書くのは，全く不適切である。一定の筋の通った憲法上の主張を，十分に論述する必要がある。

例えば，本問では，検閲が問題になることはない。あるいは，本問の法律で，「個人の権利利益を害するお

それ」等の文言の明確性が，一般的に問題になるわけではない。本問で明確性を問題にするとすれば，「生活

ぶりがうかがえるような画像」が「個人権利利益侵害情報」に含まれるのか否かが明確ではない，という点

である。また，本問において，Ｘ社はユーザーの「知る権利」侵害を理由として違憲主張できるとするのは，

不適切であり，不十分でもある。まず，ここで「知る権利」と記すことが，「知る権利」に関する理解が不十

分なものであることを示している。Ｘ社の提供する情報は，政治に有効に参加するために必要な情報ではな

いし，政府情報等の公開が問題となっているわけでもない。さらに，ユーザーは不特定多数の第三者である

ので，特定の第三者に関する判例を根拠にＸ社がユーザーの「知る自由」を理由に違憲主張できるとするのは，

不適切であり，不十分である。そもそも「知る自由」は，他者の私生活をのぞき見する自由を意味しない。

法令違憲に関して本問で問題となるのは，実体的権利の制約の合憲性である。この点での本問における核

心的問題は，肖像権やプライバシーを護るために制約されている憲法上の権利は何か，である。確かに，本

問の法律によってＸ社は，営業の自由も制約される。とりわけ国家賠償請求訴訟も提起するならば，経済的

損失に関わる営業の自由への制約の違憲性・違法性を主張することが理論的に誤っているとはいえない。し

かし，本問でその合憲性が争われる法律は，許可制を採るものではない。そして，営業の自由とプライバシー

の権利との比較衡量において，前者が優位することを説得力を持って論証することは，容易ではない。この

点では，言わば「憲法訴訟」感覚が問われているといえるであろう。

したがって，Ｘ社側としては，表現の自由の制約と主張することになる。それに関して検討すべきことは，

憲法第２１条第１項が保障する権利の「領域」・「範囲」ではない。憲法上，表現の自由の保障「領域」・「範

囲」があらかじめ確定しているわけではない。問われているのは，表現の自由の内容をどのように把握するか，

である。本問の地図検索システムは，Ｘ社の思想や意見を外部に伝達するものとはいえない。そこで，当該

システムを表現の自由として位置付けようとすると，表現の自由の権利内容の新たな構築が必要となる。つ

まり，自由な情報の流れを保障する権利としての表現の自由である。本問における判断枠組みに関する最大

問 題 文
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（配点：100）

インターネット上で地図を提供している複数の会社は，公道から当該地域の風景を撮影した画像

をインターネットで見ることができる機能に基づくサービスを提供している。ユーザーが地図上の

任意の地点を選びクリックすると，路上風景のパノラマ画像（以下「Ｚ機能画像」という。）に切

り替わる。

Ｚ機能画像は，どの会社の場合もほぼ共通した方法で撮影されている。公道を走る自動車の屋根

に高さ２メートル８０センチ前後（地上約４メートル）の位置にカメラを取付け，３次元方向のほ

ぼ全周（水平方向３６０度，上下方向２９０度）を撮影している。そのために，Ｚ機能画像では，

路上にいる人の顔，通行している車のナンバーや家の表札も映し出される。さらに，各家の塀を越

えた高さから撮影するので，庭にいる人や庭にある物ばかりでなく，家の中の様子までもが映し出

される場合がある。また，上下方向２９０度を撮影していることから，マンションの上の方の階の

ベランダにいる人やそこに置いてある物も映し出される場合がある。これにより個人が特定され得

るばかりでなく，庭，ベランダ，室内等に置いてある物から，そこに住む人の家族構成や生活ぶり

が推測され得る。さらに，このような情報は，犯罪を企む者に悪用されるおそれもあり得る。しか

しながら，会社側は，事前にＺ機能画像の撮影日時や場所を住民に周知する措置を採っていなかっ

た。

インターネット上で提供されるＺ機能画像が惹起するプライバシーの問題に関して，会社側は，

基本的には，公道から見えているものを映しているだけであり，言わば誰もが見ることのできるも

のなので，プライバシー侵害とはいえない，と主張している。特にＸ社は，以下のように，より積

極的にＺ機能画像が提供する情報の価値を主張している。まず，その情報は，ユーザー自身がそこ

を実際に歩いている感覚で画像を見ることができるので，ユーザーの利便性の向上に役立つ。また，

それは，不動産広告が誇大広告であるか否かを画像を見て確かめることによって詐欺被害を未然に

防止できるなど，社会的意義を有する。

ところで，Ｚ機能画像をめぐっては，個人を特定されないことや生活ぶりをのぞかれないことを

めぐる問題ばかりでなく，次のような問題も生じている。Ｚ機能画像には，公道上であっても，そ

の場所にいることやそこでの行動を知られたくない人にとっては，公開されたくない画像が大量に

含まれている。また，ドメスティック ・ バイオレンスからの保護施設など，公開されては困る施設

も映されている。加えて，路上や公園で遊ぶ子供が映されていることで，誘拐等の誘因になるので

はないかと案ずる親もいる。さらに，インターネット上に公開されたＺ機能画像の第三者による二

次的利用が，頻繁に見られるようになっている。

こういう中，Ｚ機能画像をインターネット上に提供することの中止を求める声が高まってきた。

２０＊＊年に，国会は，「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び

回復に関する法律」（以下「法」という。）を制定した【参考資料】。法は，システム提供者に対し，

Ｚ機能画像をインターネット上に掲載する前に，Ａ大臣に届け出ることを求めている（法第６条参
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公法系２問・民事系３問・刑事系２
問の計７問を問題ごとに区切って掲
載しています。

法務省発表の出題趣旨を問題文の直
後に掲載することにより，答案作成
後すぐに，何を論じるべきであった
かを確認することができるようにし
ました。

新司法試験論文式問題を本試験と可
能な限り同じ形式で掲載していま
す。答案作成練習にご活用下さい。
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設問の形式と時間配分
（設問形式について）

公法系第１問は，設問１で人権侵害を主張する原告の立場に立って，憲法上の問題点を指摘させ，

設問２では，設問１で挙げた問題点ごとに，「あなた自身の見解」を，被告側の反論を想定しつつ

述べる，という形式であり，例年と全く同じでした。

設問１において，「どのような訴訟を提起するか」と問われていて，中止命令の取消訴訟及び中

止命令の違憲性（違法性）を前提に国家賠償請求訴訟を提起する，と答える点は，若干，行政法と

の融合を感じますが，中身で書くべきことは，専ら憲法上の問題です。

この設問形式においては，設問１で論点落としをしてしまうと，設問２の論証も不十分なものと

なってしまうので，事前の答案構成をしっかりと行う必要があります。

（時間配分について）

資料として，Ｘ社が改善勧告・中止命令を受けた根拠となる法律が掲載されています。２ページ

と少し，という分量は例年通りです。

事案は，いわゆるストリートビューが題材になっていると考えられ，プライバシー侵害の事案と

して馴染みのあるものであるので，問題文の読解にはあまり時間がかからなかったでしょう。ただ，

答案構成には時間がかかったことと思います。Ｘ社が主張すべき人権として，営業の自由を主張す

るだけでは，勝ち目がなくなってしまうからです。

前述のように，設問１で論点落としをするわけにいかないので，答案構成に比較的時間をかけて

よいです。答案構成に 40 分くらい使って，答案作成は，設問１で 20 分，設問２で 55 分，最後の

見直しに５分，といった時間配分が適当でしょう。
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答案構成（公法系　第１問）

第１　設問１について

１　提起すべき訴訟

⑴　Ａ大臣の中止命令（本件中止命令）の取消訴訟（行政事件訴訟法３条２項）

⑵　本件中止命令によって生じた損害の賠償を請求する国家賠償請求訴訟（国家賠償法１

条１項）

２　法令違憲の主張

⑴　インターネットの普及→様々な情報が世界中を流通し，誰でも閲覧可能

↓

自ら情報を発信し，それを流通させる自由＝自己実現の価値

↓

表現の自由には，「情報を自由に流通させる権利」が含まれる。

⑵　「個人権利利益侵害情報」（法２条６号）の流通は法７条２号，３号によって制限。

↓

Ｘ社の「情報を自由に流通させる権利」に対する制約。

⑶　表現の自由も絶対無制約ではなく，公共の福祉による必要かつ合理的な制約に服する

（憲法１３条後段）。

↓

不明確な条文は萎縮的効果が生じる→必要かつ合理的な制約ではない。

↓

文言が明確か否か：通常の判断能力を有する一般人の理解において，具体的場合に当

該行為が規制対象に含まれるかを判断できる基準が法文から読み取れるか否かによって

判断。

⑷　Ｚ機能画像＝生活ぶりがうかがえるような画像を包含。

↓

生活ぶりがうかがえるような画像が，「公にすることにより，個人の権利利益を害す

るおそれのあるもの」（法２条６号）に該当→当該画像をそのまま流通させることは不

可（法７条２号，３号）。

↓

通常の判断能力を有する一般人にとって，生活ぶりがうかがえるような画像が，「公

にすることにより，個人の権利利益を害するおそれのあるもの」にあたるか否かの判断

基準が読み取れるか。

↓

生活ぶりがうかがわれることが，そのまま個人の権利利益を侵害することに直結する

わけではない→一般人にとって判断基準を読み取ることは困難。
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合格答案のポイント

（設問 1について）
インターネットが絡む問題として，2008 年度の公法系第 1問（フィルタリング・ソフトの搭載に

関する問題）が思い出されます。2008 年度の問題は，送り手の表現の自由の制約のように見えて，

実は受け手の権利（知る権利）の制約も論じなければならない，という高度な問題でした。しかし，

本問では，Ｘ社を名宛人とする特定地図検索システム提供の中止命令が出されている事案であるので，

素直に，Ｘ社（発信者）側の表現の自由の問題として論ずればよいでしょう。

また，昨年（2010 年）度の公法系第１問は，ホームレスの生活保護や選挙権の保障に関する問題

でしたが，生活保護法や公職選挙法の法令違憲を論じることは想定されていませんでした。これに対

し，今年の問題は，まずは「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回

復に関する法律」がＸ社の人権を不当に侵害するものとして違憲ではないか，という法令違憲を論じ

たうえで，「仮に合憲であるとしても」適用違憲にならないか，という二段階で論じていくべきです。

法令違憲と適用違憲を分けて論述することを心掛けましょう。

Ｘ社側が訴えを提起する場合の訴訟類型については，Ｘ社としては，特定地図検索システム提供の

中止命令を取り消してもらって，画像提供を再開したい，という希望を持っているでしょうから，中

止命令という処分の取消訴訟を提起します。処分性の意義，原告適格・被告適格などの訴訟法上の問

題点を論じる必要はありません。

Ｘ社がＺ機能画像を提供している行為は，思想や意見を外部へ発表するものではありません。そこ

で，表現の自由の権利内容をどのように構築するのかが問題となります。この点，国民の「知る権利」

に奉仕するとして保障される「報道の自由」に関する論述を応用した方が多いと思われます。しかし，

報道の自由の場合には，民主主義の発展に資するという「自己統治の価値」がありますが，本件のＺ

機能画像には政治的意見の形成に役立つ情報は一切含まれていません。公道上で撮影した画像をイン

ターネット上で提供することが，どのような権利を意味するのか，自分なりに現場思考で理由付けを

考える必要があります。ちなみに，法務省発表の出題の趣旨では，「自由な情報の流れを保障する権利」

としての表現の自由と位置付けています。

次に，法のどの条項が違憲かを指摘する必要があります。まず，明確性の問題として，「生活ぶり

がうかがえるような画像」が，法 2条 6号の「個人権利利益侵害情報」に該当するのか不明確であ

ると主張することが考えられます。また，法 8条 3項が中止命令の根拠規定ですが，Ｘ社としては，

Ｚ機能画像は「公道から見えているものを映しているだけ」で「誰もが見ることのできる」画像であ

るから，そもそも規制する必要がなく，同条項は違憲であると主張することが考えられます。適用違

憲も主張するため，両方ではなく，いずれかを主張するのが妥当でしょう。

なお，Ｘ社の営業の自由への侵害も理論的には主張できますが，本件ではプライバシー保護が問題

となっているため，経済的自由権がプライバシー保護に優位することを説得的に論述することは困難

です。

適用違憲（中止命令の違憲性）を論じる場面では，家の中の様子など「生活ぶりがうかがえるよう

な画像」が「個人権利利益侵害情報」（法 2⑥）に該当しないにもかかわらず，Ａ大臣は中止命令（法
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（設問 1について）
インターネットが絡む問題として，2008 年度の公法系第 1問（フィルタリング・ソフトの搭載に

関する問題）が思い出されます。2008 年度の問題は，送り手の表現の自由の制約のように見えて，

実は受け手の権利（知る権利）の制約も論じなければならない，という高度な問題でした。しかし，

本問では，Ｘ社を名宛人とする特定地図検索システム提供の中止命令が出されている事案であるので，

素直に，Ｘ社（発信者）側の表現の自由の問題として論ずればよいでしょう。

また，昨年（2010 年）度の公法系第１問は，ホームレスの生活保護や選挙権の保障に関する問題

でしたが，生活保護法や公職選挙法の法令違憲を論じることは想定されていませんでした。これに対

し，今年の問題は，まずは「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回

復に関する法律」がＸ社の人権を不当に侵害するものとして違憲ではないか，という法令違憲を論じ

たうえで，「仮に合憲であるとしても」適用違憲にならないか，という二段階で論じていくべきです。

法令違憲と適用違憲を分けて論述することを心掛けましょう。

Ｘ社側が訴えを提起する場合の訴訟類型については，Ｘ社としては，特定地図検索システム提供の

中止命令を取り消してもらって，画像提供を再開したい，という希望を持っているでしょうから，中

止命令という処分の取消訴訟を提起します。処分性の意義，原告適格・被告適格などの訴訟法上の問

題点を論じる必要はありません。

Ｘ社がＺ機能画像を提供している行為は，思想や意見を外部へ発表するものではありません。そこ

で，表現の自由の権利内容をどのように構築するのかが問題となります。この点，国民の「知る権利」

に奉仕するとして保障される「報道の自由」に関する論述を応用した方が多いと思われます。しかし，

報道の自由の場合には，民主主義の発展に資するという「自己統治の価値」がありますが，本件のＺ

機能画像には政治的意見の形成に役立つ情報は一切含まれていません。公道上で撮影した画像をイン

ターネット上で提供することが，どのような権利を意味するのか，自分なりに現場思考で理由付けを

考える必要があります。ちなみに，法務省発表の出題の趣旨では，「自由な情報の流れを保障する権利」

としての表現の自由と位置付けています。

次に，法のどの条項が違憲かを指摘する必要があります。まず，明確性の問題として，「生活ぶり

がうかがえるような画像」が，法 2条 6号の「個人権利利益侵害情報」に該当するのか不明確であ

ると主張することが考えられます。また，法 8条 3項が中止命令の根拠規定ですが，Ｘ社としては，

Ｚ機能画像は「公道から見えているものを映しているだけ」で「誰もが見ることのできる」画像であ

述べる，という形式であり，例年と全く同じでした。

設問１において，「どのような訴訟を提起するか」と問われていて，中止命令の取消訴訟及び中

止命令の違憲性（違法性）を前提に国家賠償請求訴訟を提起する，と答える点は，若干，行政法と

の融合を感じますが，中身で書くべきことは，専ら憲法上の問題です。

この設問形式においては，設問１で論点落としをしてしまうと，設問２の論証も不十分なものと

なってしまうので，事前の答案構成をしっかりと行う必要があります。

（時間配分について）

資料として，Ｘ社が改善勧告・中止命令を受けた根拠となる法律が掲載されています。２ページ

と少し，という分量は例年通りです。

事案は，いわゆるストリートビューが題材になっていると考えられ，プライバシー侵害の事案と

して馴染みのあるものであるので，問題文の読解にはあまり時間がかからなかったでしょう。ただ，

答案構成には時間がかかったことと思います。Ｘ社が主張すべき人権として，営業の自由を主張す

るだけでは，勝ち目がなくなってしまうからです。

前述のように，設問１で論点落としをするわけにいかないので，答案構成に比較的時間をかけて

よいです。答案構成に 40 分くらい使って，答案作成は，設問１で 20 分，設問２で 55 分，最後の

見直しに５分，といった時間配分が適当でしょう。

　Ａ大臣の中止命令（本件中止命令）の取消訴訟（行政事件訴訟法３条２項）

　本件中止命令によって生じた損害の賠償を請求する国家賠償請求訴訟（国家賠償法１

条１項）

２　法令違憲の主張

⑴　インターネットの普及→様々な情報が世界中を流通し，誰でも閲覧可能

↓

自ら情報を発信し，それを流通させる自由＝自己実現の価値

↓

表現の自由には，「情報を自由に流通させる権利」が含まれる。

⑵　「個人権利利益侵害情報」（法２条６号）の流通は法７条２号，３号によって制限。

↓

Ｘ社の「情報を自由に流通させる権利」に対する制約。

⑶　表現の自由も絶対無制約ではなく，公共の福祉による必要かつ合理的な制約に服する

（憲法１３条後段）。

↓

不明確な条文は萎縮的効果が生じる→必要かつ合理的な制約ではない。

↓

文言が明確か否か：通常の判断能力を有する一般人の理解において，具体的場合に当

該行為が規制対象に含まれるかを判断できる基準が法文から読み取れるか否かによって

判断。

⑷　Ｚ機能画像＝生活ぶりがうかがえるような画像を包含。

↓

生活ぶりがうかがえるような画像が，「公にすることにより，個人の権利利益を害す

るおそれのあるもの」（法２条６号）に該当→当該画像をそのまま流通させることは不

可（法７条２号，３号）。

↓

通常の判断能力を有する一般人にとって，生活ぶりがうかがえるような画像が，「公

にすることにより，個人の権利利益を害するおそれのあるもの」にあたるか否かの判断

基準が読み取れるか。

全ての問題で答案構成を作成しまし
た。
合格レベル答案の骨格をイメージし
てください。

設問形式の分析及び時間配分の注意
点を示しました。

LEC 専任講師が，合格レベル答案
に達するために求められる論述内容
を詳細に解説しました。法務省発表
の出題趣旨との対照により，多面的
な問題分析が可能です。
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の答案（公法系第１問）優秀 
レベル

第１　設問１

１　提起すべき訴訟

Ｘ社は，Ａ大臣の中止命令（以下「本件中止命令」という。）の

取消訴訟（行政事件訴訟法３条２項）及び本件中止命令によって生

じた損害の賠償を請求する国家賠償請求訴訟（国家賠償法１条１項）

を提起することが考えられる。

２　法令違憲の主張

⑴　Ｘ社は，本件中止命令の根拠法である法２条６号が，Ｘ社の「情

報を自由に流通させる権利」を侵害していると主張することが考

えられる。

そこで，以下，詳しく述べる。

⑵　憲法２１条１項が保障する表現の自由には，自己実現の価値が

含まれるところ，インターネットが普及し，様々な情報が世界中

を流通し，誰でも閲覧することができる現代社会においては，自

ら情報を発信し，それを流通させる自由は，自己実現の価値を有

するといえる。したがって，憲法２１条１項が保障する表現の自

由には，「情報を自由に流通させる権利」が含まれる。

⑶　法２条６号で定義されている「個人権利利益侵害情報」を流通

させることは，法７条２号，３号によって制限されている。これ

は，Ｘ社の「情報を自由に流通させる権利」に対する制約である。

⑷　表現の自由も絶対無制約ではなく，公共の福祉による必要かつ

合理的な制約に服する（憲法１３条後段）。

しかし，制約の根拠となる法令の文言は明確でなければならず，

不明確な文言の場合，国民の側で自己の行為が制約されるか否か

が判断できず，萎縮的効果が生じるため，必要かつ合理的な制約

とはいえない。

そして，文言が明確か否かは，通常の判断能力を有する一般人

の理解において，具体的場合に当該行為が規制対象に含まれるか

を判断できる基準が法文から読み取れるか否かによって判断され

る。

⑸　Ｚ機能画像には，生活ぶりがうかがえるような画像が含まれて

1ページ

司法試験 論文過去問 再現答案徹底解析 平成２３年度
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１　提起すべき訴訟の選択
２　表現の自由の内容
３　表現の自由とプライバシーの自由の調整
４　適用違憲

論点一覧
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再現答案（公法系第１問　Ａさん：７０番台）	 　合格

第１　設問１

１　自己の画像掲載の自由に対する法令違憲

Ｘは，家の中の様子など生活ぶりを伺えるような画像を掲載した

ところ，数件の申立てに応じて画像に必要な修正をすることを求め

る改善勧告がなされ，従わないでいたために中止命令をうけたこと

から，取消訴訟（行訴法３条２項）を提起し，命令が自己の画像掲

載の自由を侵害するものとして，主張することが考えられる。

⑴　自己が公道から当該地域の風景を撮影した画像をインターネッ

ト上に公開することによって，ユーザーが現場まで行かず情報確

認できたり，誇大広告に欺かれない等の利益を提供し，ひいては

会社の発展に資する。したがって，会社自身の向上につながるも

のであって，自己実現といえる点で憲法２１条１項の保障が及ぶ。

⑵　そして，中止命令（法８条３項）により，自己が掲載したい画

像が出来ない結果，適切に利用者に情報提供が出来なくなる点で

自己実現が遠のくことになるから，同自由は制約されている。

⑶ア　制約は必要最小限でなくてはならない（憲法１２条，１３ 

条）。そして，同自由が会社自身にとどまらず，ユーザー等の

第三者の利便にも資する等社会的意義が大きい点で重要な性

質を有すること，一定の掲載内容の修正を求める点で内容規

制として恣意性の虞があること，中止命令には公表が伴い（法

８条４項），信頼の上に成り立つ現代社会において，それによっ

て社会的信頼を失うといった重大な不利益を被ることから，必

要最小限度か否かは，①達成する利益が必要不可欠なものであ

ること，②目的達成のために必要最小限の手段が用いられてい

ること，を充足するか否かによって判断する。

イ　本問をみるに，法は，国民生活の安全と平穏の確保に資する

ことを目的としているが，抽象的公益にすぎず，会社の自由を

制約するだけの不可欠な利益といえない。仮に必要不可欠な利

益であるとしても，中止命令に伴い公表がなされるという手段

は，中止命令がなされればユーザーが当該会社の情報を利用で

きなくなることで，国民生活の安全と平穏が直接確保されるこ

▲ �もう少し簡潔に述べた
方がよい

▲ �表現の自由の保護範囲
に入ることを問題文の
事情を使って具体的に
論じている

▲ �主語がない。何が表現
の自由によって保障さ
れるのか不明確

▲ �法８条３項の違憲性が
問題であることを指摘
している

▲ �本件における情報の特
殊性と規制目的及び規
制の程度を検討するこ
とによって，違憲審査
基準を導く姿勢が示さ
れているが，あてはめ
を先取りしているとの
印象を受ける

▲ �対立利益の要保護性に
ついて原告の立場から
触れられている
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の答案（公法系第１問）
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取消訴訟（行政事件訴訟法３条２項）及び本件中止命令によって生

じた損害の賠償を請求する国家賠償請求訴訟（国家賠償法１条１項）

を提起することが考えられる。

２　法令違憲の主張

⑴　Ｘ社は，本件中止命令の根拠法である法２条６号が，Ｘ社の「情

報を自由に流通させる権利」を侵害していると主張することが考

えられる。

そこで，以下，詳しく述べる。

⑵　憲法２１条１項が保障する表現の自由には，自己実現の価値が

含まれるところ，インターネットが普及し，様々な情報が世界中

を流通し，誰でも閲覧することができる現代社会においては，自

ら情報を発信し，それを流通させる自由は，自己実現の価値を有

するといえる。したがって，憲法２１条１項が保障する表現の自

由には，「情報を自由に流通させる権利」が含まれる。

⑶　法２条６号で定義されている「個人権利利益侵害情報」を流通

させることは，法７条２号，３号によって制限されている。これ

は，Ｘ社の「情報を自由に流通させる権利」に対する制約である。

⑷　表現の自由も絶対無制約ではなく，公共の福祉による必要かつ

合理的な制約に服する（憲法１３条後段）。

しかし，制約の根拠となる法令の文言は明確でなければならず，

不明確な文言の場合，国民の側で自己の行為が制約されるか否か

１　自己の画像掲載の自由に対する法令違憲

Ｘは，家の中の様子など生活ぶりを伺えるような画像を掲載した

ところ，数件の申立てに応じて画像に必要な修正をすることを求め

る改善勧告がなされ，従わないでいたために中止命令をうけたこと

から，取消訴訟（行訴法３条２項）を提起し，命令が自己の画像掲

載の自由を侵害するものとして，主張することが考えられる。

⑴　自己が公道から当該地域の風景を撮影した画像をインターネッ

ト上に公開することによって，ユーザーが現場まで行かず情報確

認できたり，誇大広告に欺かれない等の利益を提供し，ひいては

会社の発展に資する。したがって，会社自身の向上につながるも

のであって，自己実現といえる点で憲法２１条１項の保障が及ぶ。

⑵　そして，中止命令（法８条３項）により，自己が掲載したい画

像が出来ない結果，適切に利用者に情報提供が出来なくなる点で

自己実現が遠のくことになるから，同自由は制約されている。

⑶ア　制約は必要最小限でなくてはならない（憲法１２条，１３

条）。そして，同自由が会社自身にとどまらず，ユーザー等の

第三者の利便にも資する等社会的意義が大きい点で重要な性

質を有すること，一定の掲載内容の修正を求める点で内容規

制として恣意性の虞があること，中止命令には公表が伴い（法

８条４項），信頼の上に成り立つ現代社会において，それによっ

て社会的信頼を失うといった重大な不利益を被ることから，必

要最小限度か否かは，①達成する利益が必要不可欠なものであ

ること，②目的達成のために必要最小限の手段が用いられてい

ること，を充足するか否かによって判断する。

イ　本問をみるに，法は，国民生活の安全と平穏の確保に資する

ことを目的としているが，抽象的公益にすぎず，会社の自由を

制約するだけの不可欠な利益といえない。仮に必要不可欠な利

▲もう少し簡潔に述べた
方がよい

▲表現の自由の保護範囲
に入ることを問題文の
事情を使って具体的に
論じている

▲主語がない。何が表現
の自由によって保障さ
れるのか不明確

▲法８条３項の違憲性が
問題であることを指摘
している

▲本件における情報の特
殊性と規制目的及び規
制の程度を検討するこ
とによって，違憲審査
基準を導く姿勢が示さ
れているが，あてはめ
を先取りしているとの
印象を受ける

▲対立利益の要保護性に
ついて原告の立場から

１　提起すべき訴訟の選択
２　表現の自由の内容
３　表現の自由とプライバシーの自由の調整
４　適用違憲

論点一覧

論ずべき点を抽出し，論点一覧とし
て掲載しました。

各問題に LEC作成の優秀レベルの
答案を掲載しました。合格者の再現
答案も掲載しております。
再現答案にはサイドコメントを付
し，答案の優れている点・改善すべ
き点を記載しています。
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＊　この「採点の目安」は，法務省発表の出題趣旨に基づき，ＬＥＣが独自に解析した結果，採点の際に重視されたと思われる箇所
を指摘したものです。

＊　この表にいう「指摘」とは，答案において，各受験生がその論点について触れている割合を「○」「△」「空欄」の形で示すものです。
採り上げられている各項目につき，どのくらい充実した論述がなされていたのかを示すものではありません。

 公法系　第１問
第１　設問１について
１ 提起すべき訴訟

⑴　本件中止命令の取消訴訟
 ・ 　条文を指摘していること

⑵　国家賠償請求訴訟
 ・ 　中止命令によって生じた損害の賠償を請求すること
 ・ 　営業の自由侵害との関係で論じないこと
 ・ 　条文を指摘していること

２ 法令違憲の主張

⑴　憲法上の権利
 ・ 　本問で侵害されたＸ社の憲法上の権利は，表現の自由であること
 ・ 　本問で問題となっている表現の自由は，「情報を自由に流通させる権利」であること

⑵　権利侵害
 ・ 　法のいかなる部分が権利を侵害しているのか具体的に指摘していること

⑶　違憲理由
 ・ 　判例を基準に，認容される可能性のある論述であること
 ・ 　問題文の具体的な事実に基づく主張であること（一般論に終始した主張ではないこと）

３ 適用違憲の主張

⑴　本件中止命令の理由
 ・ 　画像修正の改善勧告に従わなかったことを理由に中止命令を受けたこと
 ・ 　修正を求められた画像は，「生活ぶりがうかがわれる画像」であること

⑵　法２条６号該当性
 ・ 　生活ぶりがうかがわれる画像は，法２条６号の「個人権利利益侵害情報」に該当しないことを根拠付ける事実を具体的
に指摘していること

第２　設問２について
１ 法令違憲の主張

⑴　反論
 ・ 　判例を基準に，認容される可能性のある論述であること
 ・ 　問題文の具体的な事実に基づく主張であること（一般論に終始した主張ではないこと）

⑵　見解
 ・ 　自己独自の理由付けに基づく見解である（原告，被告の主張の繰り返しにならない）こと
 ・ 　表現の自由とプライバシーの権利との調整について，問題文の事実に基づいて個別的・具体的に行っていること

２ 適用違憲の主張
⑴　反論
 ・ 　生活ぶりがうかがわれる画像は，法２条６号の「個人権利利益侵害情報」に該当することを根拠付ける事実を具体的に
指摘していること

⑵　見解
 ・ 　自己独自の理由付けに基づく見解である（原告，被告の主張の繰り返しにならない）こと
 ・ 　生活ぶりがうかがわれる画像に関する原告，被告の主張について比較検討する姿勢を示していること
 ・ 　生活ぶりがうかがわれる画像が，インターネットに公開されていることの問題点について具体的に言及していること

Aさんの答案 Bさんの答案 Cさんの答案 Dさんの答案 Eさんの答案 Fさんの答案

順位 70 番台 400 番台 900 番台 1700 番台 1900 番台 2700 番台
第１　設問１について

△
国賠について触れ
ていない

△
国賠について触れ
ていない

△
国賠について触れ
ていない

○ ○ △
国賠について触れ
ていない

○ ○ ○ △
問題文の具体的な
事実に基づく主張
がされていない

△
表現の事由と営業
の自由のいずれを
検討しているのか
不明確

○ ○ △
法２条６号該当性
についての具体的
指摘が不足

△
事前抑制を中心に
論じている

第２　設問２について

○ ○ ○ ○ ○ △
問題文の事実につ
いての具体的な検
討が不足

○ △
反論と私見をまと
めて論じている

○ ○ △
時間不足のためか
十分な記載がない

Aさんの答案 Bさんの答案 Cさんの答案 Dさんの答案 Eさんの答案 Fさんの答案

順位 70 番台 400 番台 900 番台 1700 番台 1900 番台 2700 番台
第１　設問１について

△
国賠について触れ
ていない

△
国賠について触れ
ていない

△
国賠について触れ
ていない

○ ○ △
国賠について触れ
ていない

○ ○ ○ △
問題文の具体的な
事実に基づく主張
がされていない

△
表現の事由と営業
の自由のいずれを
検討しているのか
不明確

○ ○ △
法２条６号該当性
についての具体的
指摘が不足

△
事前抑制を中心に
論じている

第２　設問２について

○ ○ ○ ○ ○ △
問題文の事実につ
いての具体的な検
討が不足

○ △
反論と私見をまと
めて論じている

○ ○ △
時間不足のためか
十分な記載がない

出題趣旨や再現答案の分析
を基に論ずべき点を採点の
目安として作成しました。

それぞれの再現答案がどの程度
採点の目安として掲げた箇所に
触れているかについて，記号を
使い一覧としました。受験生全
体のレベルを把握するためにお
使いください。

＊　この「採点の目安」は，法務省発表の出題趣旨に基づき，ＬＥＣが独自に解析した結果，採点の際に重視されたと思われる箇所
を指摘したものです。

＊　この表にいう「指摘」とは，答案において，各受験生がその論点について触れている割合を「○」「△」「空欄」の形で示すものです。
採り上げられている各項目につき，どのくらい充実した論述がなされていたのかを示すものではありません。

 公法系　第１問
第１　設問１について
１ 提起すべき訴訟

⑴　本件中止命令の取消訴訟
 ・ 　条文を指摘していること

⑵　国家賠償請求訴訟
 ・ 　中止命令によって生じた損害の賠償を請求すること
 ・ 　営業の自由侵害との関係で論じないこと
 ・ 　条文を指摘していること

２ 法令違憲の主張

⑴　憲法上の権利
 ・ 　本問で侵害されたＸ社の憲法上の権利は，表現の自由であること
 ・ 　本問で問題となっている表現の自由は，「情報を自由に流通させる権利」であること

⑵　権利侵害
 ・ 　法のいかなる部分が権利を侵害しているのか具体的に指摘していること

⑶　違憲理由
 ・ 　判例を基準に，認容される可能性のある論述であること
 ・ 　問題文の具体的な事実に基づく主張であること（一般論に終始した主張ではないこと）
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（配点：100）

インターネット上で地図を提供している複数の会社は，公道から当該地域の風景を撮影した画像

をインターネットで見ることができる機能に基づくサービスを提供している。ユーザーが地図上の

任意の地点を選びクリックすると，路上風景のパノラマ画像（以下「Ｚ機能画像」という。）に切

り替わる。

Ｚ機能画像は，どの会社の場合もほぼ共通した方法で撮影されている。公道を走る自動車の屋根

に高さ２メートル８０センチ前後（地上約４メートル）の位置にカメラを取付け，３次元方向のほ

ぼ全周（水平方向３６０度，上下方向２９０度）を撮影している。そのために，Ｚ機能画像では，

路上にいる人の顔，通行している車のナンバーや家の表札も映し出される。さらに，各家の塀を越

えた高さから撮影するので，庭にいる人や庭にある物ばかりでなく，家の中の様子までもが映し出

される場合がある。また，上下方向２９０度を撮影していることから，マンションの上の方の階の

ベランダにいる人やそこに置いてある物も映し出される場合がある。これにより個人が特定され得

るばかりでなく，庭，ベランダ，室内等に置いてある物から，そこに住む人の家族構成や生活ぶり

が推測され得る。さらに，このような情報は，犯罪を企む者に悪用されるおそれもあり得る。しか

しながら，会社側は，事前にＺ機能画像の撮影日時や場所を住民に周知する措置を採っていなかっ

た。

インターネット上で提供されるＺ機能画像が惹起するプライバシーの問題に関して，会社側は，

基本的には，公道から見えているものを映しているだけであり，言わば誰もが見ることのできるも

のなので，プライバシー侵害とはいえない，と主張している。特にＸ社は，以下のように，より積

極的にＺ機能画像が提供する情報の価値を主張している。まず，その情報は，ユーザー自身がそこ

を実際に歩いている感覚で画像を見ることができるので，ユーザーの利便性の向上に役立つ。また，

それは，不動産広告が誇大広告であるか否かを画像を見て確かめることによって詐欺被害を未然に

防止できるなど，社会的意義を有する。

ところで，Ｚ機能画像をめぐっては，個人を特定されないことや生活ぶりをのぞかれないことを

めぐる問題ばかりでなく，次のような問題も生じている。Ｚ機能画像には，公道上であっても，そ

の場所にいることやそこでの行動を知られたくない人にとっては，公開されたくない画像が大量に

含まれている。また，ドメスティック�・�バイオレンスからの保護施設など，公開されては困る施設

も映されている。加えて，路上や公園で遊ぶ子供が映されていることで，誘拐等の誘因になるので

はないかと案ずる親もいる。さらに，インターネット上に公開されたＺ機能画像の第三者による二

次的利用が，頻繁に見られるようになっている。

こういう中，Ｚ機能画像をインターネット上に提供することの中止を求める声が高まってきた。

２０＊＊年に，国会は，「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び

回復に関する法律」（以下「法」という。）を制定した【参考資料】。法は，システム提供者に対し，

Ｚ機能画像をインターネット上に掲載する前に，Ａ大臣に届け出ることを求めている（法第６条参
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照）。また，法は，システム提供者が遵守すべき事項を規定している（法第７条参照）。Ａ大臣は，

Ｚ機能画像の提供によって被害を受けた者からの申立てがあったときは，法に定める手続に従って

被害の回復のための措置を講じることとされている（法第８条参照）。

法が制定されてから，多くの会社は，法の定める遵守事項を守り，また個別の苦情に応じて必要

な修正を施している。Ｘ社も，人の顔や表札など特定個人を識別することのできる情報と車のナン

バープレートについてはマスキングを施し，車載カメラの高さも法が定める高さに改めた。しかし，

Ｘ社は，家の中の様子など生活ぶりがうかがえるような画像については，法で具体的に明記されて

いないとして，修正しなかった。数件の申立てに応じて，Ｘ社に対して，そのような画像に必要な

修正をすることを求める改善勧告がなされた。しかし，Ｘ社は，それらの修正を行わなかった。そ

の結果，Ｘ社は，Ａ大臣から，行政手続法の定める手続に従って，特定地図検索システムの提供の

中止命令を受けた。

〔設問１〕

あなたがＸ社から依頼を受けた弁護士である場合，どのような訴訟を提起するか。そして，そ

の訴訟において，どのような憲法上の主張を行うか。憲法上の問題ごとに，その主張内容を書き

なさい。

〔設問２〕

設問１における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を，被告側の反論を想定しつつ，述べ

なさい。
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出題趣旨（公法系　第 1問）

今年の問題でも，「暗記」に基づく抽象的，観念的，定型的記述ではなく，問題に即した憲法上の理論的考

察力，そして事案に即した個別的・具体的考察力を見ることを主眼としている。

問題を解くに当たって，問題文を注意深く読むことが必要である。議論が不必要に拡散しないように，問

題文の中にメッセージが書かれている。例えば，「行政手続法の定める手続に従って」中止命令が出されたこ

とは，手続上の問題は存在しないことを示している。

設問１は，まず，Ｘ社側が訴えを提起する場合の訴訟類型を尋ねている。訴訟法上の問題を詳論する必要

はなく，提起する訴訟類型を簡潔に記述すればよい。

法令違憲の主張に関しては，何でも書けばよいのではない。憲法の論文式問題において登場する弁護士は

重要な憲法判例や主要な学説を知っている，と想定している。したがって，憲法論として到底認められない

ような主張を書くのは，全く不適切である。一定の筋の通った憲法上の主張を，十分に論述する必要がある。

例えば，本問では，検閲が問題になることはない。あるいは，本問の法律で，「個人の権利利益を害するお

それ」等の文言の明確性が，一般的に問題になるわけではない。本問で明確性を問題にするとすれば，「生活

ぶりがうかがえるような画像」が「個人権利利益侵害情報」に含まれるのか否かが明確ではない，という点

である。また，本問において，Ｘ社はユーザーの「知る権利」侵害を理由として違憲主張できるとするのは，

不適切であり，不十分でもある。まず，ここで「知る権利」と記すことが，「知る権利」に関する理解が不十

分なものであることを示している。Ｘ社の提供する情報は，政治に有効に参加するために必要な情報ではな

いし，政府情報等の公開が問題となっているわけでもない。さらに，ユーザーは不特定多数の第三者である

ので，特定の第三者に関する判例を根拠にＸ社がユーザーの「知る自由」を理由に違憲主張できるとするのは，

不適切であり，不十分である。そもそも「知る自由」は，他者の私生活をのぞき見する自由を意味しない。

法令違憲に関して本問で問題となるのは，実体的権利の制約の合憲性である。この点での本問における核

心的問題は，肖像権やプライバシーを護るために制約されている憲法上の権利は何か，である。確かに，本

問の法律によってＸ社は，営業の自由も制約される。とりわけ国家賠償請求訴訟も提起するならば，経済的

損失に関わる営業の自由への制約の違憲性・違法性を主張することが理論的に誤っているとはいえない。し

かし，本問でその合憲性が争われる法律は，許可制を採るものではない。そして，営業の自由とプライバシー

の権利との比較衡量において，前者が優位することを説得力を持って論証することは，容易ではない。この

点では，言わば「憲法訴訟」感覚が問われているといえるであろう。

したがって，Ｘ社側としては，表現の自由の制約と主張することになる。それに関して検討すべきことは，

憲法第２１条第１項が保障する権利の「領域」・「範囲」ではない。憲法上，表現の自由の保障「領域」・「範

囲」があらかじめ確定しているわけではない。問われているのは，表現の自由の内容をどのように把握するか，

である。本問の地図検索システムは，Ｘ社の思想や意見を外部に伝達するものとはいえない。そこで，当該

システムを表現の自由として位置付けようとすると，表現の自由の権利内容の新たな構築が必要となる。つ

まり，自由な情報の流れを保障する権利としての表現の自由である。本問における判断枠組みに関する最大
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設問の形式と時間配分
（設問形式について）

公法系第１問は，設問１で人権侵害を主張する原告の立場に立って，憲法上の問題点を指摘させ，

設問２では，設問１で挙げた問題点ごとに，「あなた自身の見解」を，被告側の反論を想定しつつ

述べる，という形式であり，例年と全く同じでした。

設問１において，「どのような訴訟を提起するか」と問われていて，中止命令の取消訴訟及び中

止命令の違憲性（違法性）を前提に国家賠償請求訴訟を提起する，と答える点は，若干，行政法と

の融合を感じますが，中身で書くべきことは，専ら憲法上の問題です。

この設問形式においては，設問１で論点落としをしてしまうと，設問２の論証も不十分なものと

なってしまうので，事前の答案構成をしっかりと行う必要があります。

（時間配分について）

資料として，Ｘ社が改善勧告・中止命令を受けた根拠となる法律が掲載されています。２ページ

と少し，という分量は例年通りです。

事案は，いわゆるストリートビューが題材になっていると考えられ，プライバシー侵害の事案と

して馴染みのあるものであるので，問題文の読解にはあまり時間がかからなかったでしょう。ただ，

答案構成には時間がかかったことと思います。Ｘ社が主張すべき人権として，営業の自由を主張す

るだけでは，勝ち目がなくなってしまうからです。

前述のように，設問１で論点落としをするわけにいかないので，答案構成に比較的時間をかけて

よいです。答案構成に 40 分くらい使って，答案作成は，設問１で 20 分，設問２で 55 分，最後の

見直しに５分，といった時間配分が適当でしょう。
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〈主な登場人物〉

Ｘ社

�・�　インターネット上で地図を提供している会社（システム提供者）
�・�　Ｚ機能画像（路上風景のパノラマ画像）を提供
�・�　Ｚ機能画像とは，公道を走る自動車の屋根に高さ２メートル
８０センチ前後（地上約４メートル）の位置にカメラを取付け，
３次元方向のほぼ全周（水平方向３６０度，上下方向２９０度）
を撮影した画像
�・�　Ｘ社は，人の顔や表札など特定個人を識別することのできる
情報と車のナンバープレートについてはマスキングを施し，車
載カメラの高さも法定（地上から１メートル６０センチメート
ルを超えない）の高さに改定
�・�　家の中の様子など「生活ぶりがうかがえるような画像」は無
修正

Ａ大臣

�・�　Ａ省の大臣
�・�　特定地図検索システムによる情報の提供により被害を受けた
者から申立てがあったときに，被害回復に必要な措置を被害回
復委員会に諮問
�・�　被害回復委員会からの答申を受け，システム提供者に対し，
被害回復措置の勧告，特定地図検索システムの提供の中止を命
ずる権限あり

被害回復委員会

�・�　Ａ省内に設置された法定の委員会
�・�　委員はＡ大臣が任命
�・�　Ａ大臣からの諮問に応じて調査審議し，Ａ大臣に対して答申
�・�　特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害防止
及び回復のために国が講ずべき施策について，Ａ大臣に意見具申

〈時系列〉

Ａ大臣

Ｘ社

Ａ大臣

�・��　Ｘ社の「生活ぶりがうかがえるような画像」に関して，数件
の申立てあり

↓
�・�　申立てに応じ，Ｘ社に対して修正を求める改善勧告

↓
�・�　修正せず

↓
�・�　行政手続法の定める手続に従って，特定地図検索システムの
提供の中止命令

事実関係整理表
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１　提起すべき訴訟の選択
２　表現の自由の内容
３　表現の自由とプライバシーの自由の調整
４　適用違憲

論点一覧
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合格答案のポイント

（設問 1について）
インターネットが絡む問題として，2008 年度の公法系第 1問（フィルタリング・ソフトの搭載に

関する問題）が思い出されます。2008 年度の問題は，送り手の表現の自由の制約のように見えて，

実は受け手の権利（知る権利）の制約も論じなければならない，という高度な問題でした。しかし，

本問では，Ｘ社を名宛人とする特定地図検索システム提供の中止命令が出されている事案であるので，

素直に，Ｘ社（発信者）側の表現の自由の問題として論ずればよいでしょう。

また，昨年（2010 年）度の公法系第１問は，ホームレスの生活保護や選挙権の保障に関する問題

でしたが，生活保護法や公職選挙法の法令違憲を論じることは想定されていませんでした。これに対

し，今年の問題は，まずは「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回

復に関する法律」がＸ社の人権を不当に侵害するものとして違憲ではないか，という法令違憲を論じ

たうえで，「仮に合憲であるとしても」適用違憲にならないか，という二段階で論じていくべきです。

法令違憲と適用違憲を分けて論述することを心掛けましょう。

Ｘ社側が訴えを提起する場合の訴訟類型については，Ｘ社としては，特定地図検索システム提供の

中止命令を取り消してもらって，画像提供を再開したい，という希望を持っているでしょうから，中

止命令という処分の取消訴訟を提起します。処分性の意義，原告適格・被告適格などの訴訟法上の問

題点を論じる必要はありません。

Ｘ社がＺ機能画像を提供している行為は，思想や意見を外部へ発表するものではありません。そこ

で，表現の自由の権利内容をどのように構築するのかが問題となります。この点，国民の「知る権利」

に奉仕するとして保障される「報道の自由」に関する論述を応用した方が多いと思われます。しかし，

報道の自由の場合には，民主主義の発展に資するという「自己統治の価値」がありますが，本件のＺ

機能画像には政治的意見の形成に役立つ情報は一切含まれていません。公道上で撮影した画像をイン

ターネット上で提供することが，どのような権利を意味するのか，自分なりに現場思考で理由付けを

考える必要があります。ちなみに，法務省発表の出題の趣旨では，「自由な情報の流れを保障する権利」

としての表現の自由と位置付けています。

次に，法のどの条項が違憲かを指摘する必要があります。まず，明確性の問題として，「生活ぶり

がうかがえるような画像」が，法 2条 6号の「個人権利利益侵害情報」に該当するのか不明確であ

ると主張することが考えられます。また，法 8条 3項が中止命令の根拠規定ですが，Ｘ社としては，

Ｚ機能画像は「公道から見えているものを映しているだけ」で「誰もが見ることのできる」画像であ

るから，そもそも規制する必要がなく，同条項は違憲であると主張することが考えられます。適用違

憲も主張するため，両方ではなく，いずれかを主張するのが妥当でしょう。

なお，Ｘ社の営業の自由への侵害も理論的には主張できますが，本件ではプライバシー保護が問題

となっているため，経済的自由権がプライバシー保護に優位することを説得的に論述することは困難

です。

適用違憲（中止命令の違憲性）を論じる場面では，家の中の様子など「生活ぶりがうかがえるよう

な画像」が「個人権利利益侵害情報」（法 2⑥）に該当しないにもかかわらず，Ａ大臣は中止命令（法
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答案構成（公法系　第１問）

第１　設問１について

１　提起すべき訴訟

⑴　Ａ大臣の中止命令（本件中止命令）の取消訴訟（行政事件訴訟法３条２項）

⑵　本件中止命令によって生じた損害の賠償を請求する国家賠償請求訴訟（国家賠償法１

条１項）

２　法令違憲の主張

⑴　インターネットの普及→様々な情報が世界中を流通し，誰でも閲覧可能

↓

自ら情報を発信し，それを流通させる自由＝自己実現の価値

↓

表現の自由には，「情報を自由に流通させる権利」が含まれる。

⑵　「個人権利利益侵害情報」（法２条６号）の流通は法７条２号，３号によって制限。

↓

Ｘ社の「情報を自由に流通させる権利」に対する制約。

⑶　表現の自由も絶対無制約ではなく，公共の福祉による必要かつ合理的な制約に服する

（憲法１３条後段）。

↓

不明確な条文は萎縮的効果が生じる→必要かつ合理的な制約ではない。

↓

文言が明確か否か：通常の判断能力を有する一般人の理解において，具体的場合に当

該行為が規制対象に含まれるかを判断できる基準が法文から読み取れるか否かによって

判断。

⑷　Ｚ機能画像＝生活ぶりがうかがえるような画像を包含。

↓

生活ぶりがうかがえるような画像が，「公にすることにより，個人の権利利益を害す

るおそれのあるもの」（法２条６号）に該当→当該画像をそのまま流通させることは不

可（法７条２号，３号）。

↓

通常の判断能力を有する一般人にとって，生活ぶりがうかがえるような画像が，「公

にすることにより，個人の権利利益を害するおそれのあるもの」にあたるか否かの判断

基準が読み取れるか。

↓

生活ぶりがうかがわれることが，そのまま個人の権利利益を侵害することに直結する

わけではない→一般人にとって判断基準を読み取ることは困難。
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の答案（公法系第１問）優秀 
レベル

第１　設問１

１　提起すべき訴訟

Ｘ社は，Ａ大臣の中止命令（以下「本件中止命令」という。）の

取消訴訟（行政事件訴訟法３条２項）及び本件中止命令によって生

じた損害の賠償を請求する国家賠償請求訴訟（国家賠償法１条１項）

を提起することが考えられる。

２　法令違憲の主張

⑴　Ｘ社は，本件中止命令の根拠法である法２条６号が，Ｘ社の「情

報を自由に流通させる権利」を侵害していると主張することが考

えられる。

そこで，以下，詳しく述べる。

⑵　憲法２１条１項が保障する表現の自由には，自己実現の価値が

含まれるところ，インターネットが普及し，様々な情報が世界中

を流通し，誰でも閲覧することができる現代社会においては，自

ら情報を発信し，それを流通させる自由は，自己実現の価値を有

するといえる。したがって，憲法２１条１項が保障する表現の自

由には，「情報を自由に流通させる権利」が含まれる。

⑶　法２条６号で定義されている「個人権利利益侵害情報」を流通

させることは，法７条２号，３号によって制限されている。これ

は，Ｘ社の「情報を自由に流通させる権利」に対する制約である。

⑷　表現の自由も絶対無制約ではなく，公共の福祉による必要かつ

合理的な制約に服する（憲法１３条後段）。

しかし，制約の根拠となる法令の文言は明確でなければならず，

不明確な文言の場合，国民の側で自己の行為が制約されるか否か

が判断できず，萎縮的効果が生じるため，必要かつ合理的な制約

とはいえない。

そして，文言が明確か否かは，通常の判断能力を有する一般人

の理解において，具体的場合に当該行為が規制対象に含まれるか

を判断できる基準が法文から読み取れるか否かによって判断され

る。

⑸　Ｚ機能画像には，生活ぶりがうかがえるような画像が含まれて

1ページ
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再現答案（公法系第１問　Ａさん：７０番台）
	 　合格

第１　設問１

１　自己の画像掲載の自由に対する法令違憲

Ｘは，家の中の様子など生活ぶりを伺えるような画像を掲載した

ところ，数件の申立てに応じて画像に必要な修正をすることを求め

る改善勧告がなされ，従わないでいたために中止命令をうけたこと

から，取消訴訟（行訴法３条２項）を提起し，命令が自己の画像掲

載の自由を侵害するものとして，主張することが考えられる。

⑴　自己が公道から当該地域の風景を撮影した画像をインターネッ

ト上に公開することによって，ユーザーが現場まで行かず情報確

認できたり，誇大広告に欺かれない等の利益を提供し，ひいては

会社の発展に資する。したがって，会社自身の向上につながるも

のであって，自己実現といえる点で憲法２１条１項の保障が及ぶ。

⑵　そして，中止命令（法８条３項）により，自己が掲載したい画

像が出来ない結果，適切に利用者に情報提供が出来なくなる点で

自己実現が遠のくことになるから，同自由は制約されている。

⑶ア　制約は必要最小限でなくてはならない（憲法１２条，１３�

条）。そして，同自由が会社自身にとどまらず，ユーザー等の

第三者の利便にも資する等社会的意義が大きい点で重要な性

質を有すること，一定の掲載内容の修正を求める点で内容規

制として恣意性の虞があること，中止命令には公表が伴い（法

８条４項），信頼の上に成り立つ現代社会において，それによっ

て社会的信頼を失うといった重大な不利益を被ることから，必

要最小限度か否かは，①達成する利益が必要不可欠なものであ

ること，②目的達成のために必要最小限の手段が用いられてい

ること，を充足するか否かによって判断する。

イ　本問をみるに，法は，国民生活の安全と平穏の確保に資する

ことを目的としているが，抽象的公益にすぎず，会社の自由を

制約するだけの不可欠な利益といえない。仮に必要不可欠な利

益であるとしても，中止命令に伴い公表がなされるという手段

は，中止命令がなされればユーザーが当該会社の情報を利用で

きなくなることで，国民生活の安全と平穏が直接確保されるこ

▲ �もう少し簡潔に述べた
方がよい

▲ �表現の自由の保護範囲
に入ることを問題文の
事情を使って具体的に
論じている

▲ �主語がない。何が表現
の自由によって保障さ
れるのか不明確

▲ �法８条３項の違憲性が
問題であることを指摘
している

▲ �本件における情報の特
殊性と規制目的及び規
制の程度を検討するこ
とによって，違憲審査
基準を導く姿勢が示さ
れているが，あてはめ
を先取りしているとの
印象を受ける

▲ �対立利益の要保護性に
ついて原告の立場から
触れられている
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再現答案（公法系第１問　Ｂさん：４００番台）
	 　合格

第１　設問１について　（憲法は法名省略）

１　提起する訴訟について

⑴　中止命令から６か月以内（行政事件訴訟法１４条１項）に，Ａ

大臣が所属する国を被告として（同法１１条１項１号），本件中

止命令の取消訴訟（同法３条２項）を提起することが考えられる。

� 　Ｘ社は，中止命令の名宛人であるので原告適格が認められる（同

法９条１項）。

� 　また，中止命令は，これにより，Ｘ社によるＺ機能画像の提供

を行う自由を侵害するので，一方的に国民の権利義務を形成�・�確

定する処分といえる。

⑵　また，取消訴訟には，処分の執行を停止する効力がないので（同

法２５条１項，執行不停止の原則），中止命令の効力の執行停止

をあわせて申し立てるべきである（同法２５条２項）。

２　憲法上の主張について

⑴　法が，システム提供者の情報を提供する自由を侵害している旨

の主張について

ア　法は第７条でシステム提供者が遵守しなければならない事項

を列挙し，これに従わない場合，最終的にはシステム提供者に

対し情報提供の中止を命令し，その旨の公表を行うと規定して

いる。

これにより，システム提供者は情報提供ができなくなる不

利益を被る。

イ　そして，システム提供者による情報提供は，撮影された事実

の提供に過ぎないともいえるが，その情報は，ユーザー自身が

そこを実際歩いている感覚で画像を見ることができるもので

あり，見た者が，簡易に旅行同様に楽しむという，多くのもの

を見て感じ自らの人格形成の向上に資するという，自己実現の

価値と結びついている。また，不動産広告が誇大広告であるか

否かを確かめることもでき，犯罪防止に役立ち社会的にも有用

である。

� 　それ故，Ｚ機能画像の情報提供は，報道の自由が事実の報道

▲ �行政事件訴訟法上の問
題を詳論する必要はな
く，提起する訴訟類型
を簡潔に記述すれば足
りると出題趣旨では指
摘されている

▲ �表現の自由の保護範囲
に入ることを，本件情
報の特殊性に照らして
検討している

▲ �自己実現の機能にかか
わる情報であることが
表現されている
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再現答案（公法系第１問　Ｃさん：９００番台）
	 　合格

第１　設問１

１　提起する訴訟

私がＸ社から依頼を受けた弁護士である場合，Ａ大臣による特定

地図検索システム提供の中止命令の取消訴訟（行政事件訴訟法３条

２項）を提起する。

２　憲法上の主張

⑴　法令違憲

法８条４項により，Ｘ社の，特定地図検索システムの提供の自

由が制約されている。

この特定地図検索システムの提供の自由は，営業の自由の一環

として憲法２２条１項により保障される。営業の自由が同条項に

より保障されるのは，職業選択の自由のみ保障して，職業遂行の

自由たる営業の自由を保障しなければ無意味であるからである。

そして，この特定地図検索システムの提供は国民の知る権利に

も資する重要な権利であり，そして，法８条４項の中止命令は，

提供会社の営業の自由そのものを奪う強力な制約であるから，こ

のような重要な権利に対する強力な制約に対する，違憲審査基準

は，厳格なものを採用すべきである。そこで，規制目的が重要で，

手段が目的達成との関係で実質的関連性を有する場合に限り合憲

となると考える。

本件についてみるに，規制の目的は，Ｚ機能画像に搭載される

者のプライバシーの保護にあり，重要なものといえる。

しかし，Ｚ機能画像は，公道から見えているものを映している

だけであり，このような画像は，プライバシーへの期待が放棄さ

れているものといえ，プライバシー侵害とはいえない。また，仮

に侵害があるとしても，微々たるものといわざるを得ない。そし

て，侵害がある場合には，当該画像の削除命令というより緩やか

な手段でも十分であるはずである。

そうとすれば，このような微々たる侵害に対し，上記のように，

営業の自由そのものを奪う中止命令は，均衡を失しており，目的

達成との関係において実質的関連性を有しているとはいえない。

▲ �提起する訴訟類型を簡
潔に記述している

▲ �３項についての記述で
あり，条文間違いは印
象が悪い

▲ �営業の自由の保護範囲
に含まれることを指摘
している

▲ �違憲審査基準を定立す
るにあたって，権利の
重要性と制約の強さを
検討して，違憲審査基
準を定立することがで
きている

▲ �「公道から見える」こ
との意義について検討
されている

▲ �具体的事実を評価した
うえで，あてはめに
使っている
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再現答案（公法系第１問　Ｄさん：１７００番台）
	 　合格

設問１

１　Ｘとしては，Ａによる特定地図検索システム提供の中止命令 (以

下「本件命令」とする。)が，Ｘの表現の自由 (憲法 (以下略 )２１

条１項 )を侵害し違憲違法であるとして，本件命令の取消訴訟 (行

政事件訴訟法３条２項 )及び本件命令によりＸが被った営業上の損

害についての国家賠償請求訴訟（国家賠償法１条１項）を提起する

ことが考えられる。以下，Ｘの主張について詳述する。

２　法令違憲の主張

⑴　まず，本件命令の根拠規定である法８条３項は憲法２１条１項

に反し違憲無効であるから，本件命令は根拠なく表現の自由を侵

害するものであり，違憲違法である。

⑵　法８条は特定地図検索システムの提供の中止を命ずることをも

認めており，命令の対象者はこれによりＺ機能画像を提供するこ

とができなくなる。そして，Ｚ機能画像は路上風景を撮影した画

像ではあるものの，地図に関する情報の提供を補完するものとし

て適宜編集されている。また，マスキングなどの必要な修正も施

したうえで提供されているのだから，Ｚ機能画像の提供には知的

作業が伴うといえる。

よって，Ｚ機能画像提供の自由は表現の自由の一環として保障

され，法８条は命令対象者の表現の自由を制約する。

⑶　そして，表現の自由も公共の福祉（１２条後段，１３条後段）に

よる必要かつ合理的な制約に服するものの，表現の自由は自己実

現，自己統治という重要な価値を有し，民主制の過程での自己回復

が困難であるから，その制約の合憲性は厳格に審査すべきである。

そして，法８条はＺ機能画像の内容が個人識別情報等であること

により生じる被害を回復するために，Ｚ機能画像提供中止命令を

定めているのだから，内容に着目した内容規制の規定であるとい

える。また，その規制内容はシステム提供自体ができなくなると

いう事前抑制をも認める重大なものである。

よって，その合憲性は極めて厳格に審査し，①目的が必要不可

欠で②手段が目的達成のため必要最小限度の場合にのみ，合憲と

▲ �提起する訴訟類型を簡
潔に記述している

▲ �表現の自由の保護範囲
に含まれることが示さ
れている

▲ �権利の制約が示されて
いる

▲ �違憲審査基準を導くた
めの理由付けが示され
ているが，Ｚ機能画像
の提供には自己統治の
価値は含まれていな
い。事案に即して論ず
るべき

▲ �違憲審査基準が示され
ている
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再現答案（公法系第１問　Ｅさん：１９００番台）
	 　合格

設問１

第１　提起する訴訟

法８条２項の中止命令の取消訴訟と，８条４項の公表の差止訴訟

を提起する。また，それに加えて，中止命令期間中の営業利益につ

いて国賠訴訟を提起する。

第２　主張

１　法令違憲

⑴　法６条の届出制の違憲性

法６条で届出制を採っているのは，システム提供者のシステム

提供の自由（以下，「本件自由」という）を侵害している。そして，

本件自由は憲法２２条１項によって職業選択後それを遂行するた

めに保障されている営業の自由の一環として保護されており，そ

れを制約する法６条は憲法２２条に反して違憲である。また，本

件自由はシステム提供者の表現の一環として行われているもので

あるから，憲法２１条によっても保障されている。ゆえに，かか

る自由を制限する点でも法６条は違憲である。

⑵　法７条の違憲性

ア　文面審査

７条２号は，法２条４号ないし６号に照らしても漠然不明

確であり，かつ過度に広汎な規定である。そこで，このような

規定は前述のように表現の自由の一環として保護される本件

自由に対して萎縮的効果をもたらすものであり，憲法２１条に

反し許されない。

イ　実体審査

本件自由は表現の自由の一環として保護される重要な自由�

である。そして，表現の自由は制約されると民主制の過程での

自己回復が困難であるから，その制約の審査は厳格に行うべき

である。そこで，目的が必要不可欠か，手段が必要最小限かを

判断する。本件規制の目的はプライバシーを保護するためのも

のである。しかし，公道から見えているものを写しているので

あるから，そもそも保護に値するプライバシーは存在しない。

▲ �提起する訴訟類型を簡
潔に記述している

▲ �単なる届出制が，憲法
上の権利を侵害してい
るとの主張は，一般的
には認められない

▲ �営業の自由及び表現の
自由の保護範囲に入る
ことが述べられている
が，本件情報の特殊性
に即した実質的根拠に
触れていない

▲ �出題趣旨からすれば，
本問の法律の文言を一
般的に不明確であると
することは不適切とさ
れている

▲ �違憲審査基準が定立さ
れているが，理由付け
が一般的�・�抽象的であ
る

▲ �「公道から見えること」
の意義について触れて
いる
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再現答案（公法系第１問　Ｆさん：２７００番台）
	 不合格

第１　設問１

Ｘ社は，特定地図検索システムの提供の中止命令の取消訴訟 (行政

事件訴訟法３条２項 )を提起する。

１　法令違憲　(表現の自由 (憲法２１条１項 )，営業の自由 (憲法

２２条１項 ))

ア　法８条３項は，勧告 (同条２項 )に従わなかった者に対し，

インターネットによる特定地図検索システムの提供の中止を

命じることを定めているが，これはＸ社のインターネット上で

地図を提供する自由を侵害し，違憲である。

イ　まず，法人も現代社会の重要な構成要素であるから，権利の

性質上可能な限り，人権享有主体性が認められる。

そして，営業の自由も，選択した職業を遂行する自由とし

て憲法２２条１項で保障されており，インターネット上で地図

を提供する自由も，営業の自由の一環として同条により保障さ

れる。さらに，Ｚ機能画像が提供する情報は，ユーザーの利便

性の向上に役立ち，社会的意義を有する価値の高い情報であり，

Ｘ社はこのような価値の高い情報をユーザーに提供して利便

性を向上させるという理念に基づいて情報提供を行っている

のだから，インターネット上で地図を提供する自由は，表現の

自由 (憲法２１条１項 )としての保障も受ける。そして，かか

る自由は，権利の性質上，法人にも保障される。

ウ　かかる自由も絶対的に無制約ではなく，公共の福祉 (憲法

１３条後段 )による最小限度の制約に服することとなり，本件

では被写体となる者のプライバシーとの調整が問題となる。

この点，表現の自由は，自己実現�・�自己統治という重要な価

値を有するところ，前述のようにＺ機能画像が提供する情報の

社会的価値は高く，また，インターネットは，情報の送り手と

受け手が分離し，多くの国民が受け手に固定化された現代社会

において，誰でも容易に情報の送り手という地位を回復できる

場であるとともに，容易に様々な情報を入手できる非常に利便

性の高いものであり，ユーザーの知る権利に資するものであり，

▲ �提起する訴訟類型を簡
潔に記述している

▲ �表現の自由と営業の自
由のどちらを検討する
のか，論理が不明確と
なっている

▲ �自己実現�・�自己統治
と，その後の記述のつ
ながりが不明確となっ
ている

▲ �出題趣旨からすれば，
本件情報は「自己統治」
の機能に関る情報とは
いえない
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採点の目安及び再現者指摘一覧
＊　この「採点の目安」は，法務省発表の出題趣旨に基づき，ＬＥＣが独自に解析した結果，採点の際に重視されたと思われる箇所
を指摘したものです。

＊　この表にいう「指摘」とは，答案において，各受験生がその論点について触れている割合を「○」「△」「空欄」の形で示すものです。
採り上げられている各項目につき，どのくらい充実した論述がなされていたのかを示すものではありません。

	公法系　第１問
第１　設問１について
１ 提起すべき訴訟

⑴　本件中止命令の取消訴訟
�・�　条文を指摘していること

⑵　国家賠償請求訴訟
�・�　中止命令によって生じた損害の賠償を請求すること
�・�　営業の自由侵害との関係で論じないこと
�・�　条文を指摘していること

２ 法令違憲の主張

⑴　憲法上の権利
�・�　本問で侵害されたＸ社の憲法上の権利は，表現の自由であること
�・�　本問で問題となっている表現の自由は，「情報を自由に流通させる権利」であること

⑵　権利侵害
�・�　法のいかなる部分が権利を侵害しているのか具体的に指摘していること

⑶　違憲理由
�・�　判例を基準に，認容される可能性のある論述であること
�・�　問題文の具体的な事実に基づく主張であること（一般論に終始した主張ではないこと）

３ 適用違憲の主張

⑴　本件中止命令の理由
�・�　画像修正の改善勧告に従わなかったことを理由に中止命令を受けたこと
�・�　修正を求められた画像は，「生活ぶりがうかがわれる画像」であること

⑵　法２条６号該当性
�・�　生活ぶりがうかがわれる画像は，法２条６号の「個人権利利益侵害情報」に該当しないことを根拠付ける事実を具体的
に指摘していること

第２　設問２について
１ 法令違憲の主張

⑴　反論
�・�　判例を基準に，認容される可能性のある論述であること
�・�　問題文の具体的な事実に基づく主張であること（一般論に終始した主張ではないこと）

⑵　見解
�・�　自己独自の理由付けに基づく見解である（原告，被告の主張の繰り返しにならない）こと
�・�　表現の自由とプライバシーの権利との調整について，問題文の事実に基づいて個別的・具体的に行っていること

２ 適用違憲の主張
⑴　反論
�・�　生活ぶりがうかがわれる画像は，法２条６号の「個人権利利益侵害情報」に該当することを根拠付ける事実を具体的に
指摘していること

⑵　見解
�・�　自己独自の理由付けに基づく見解である（原告，被告の主張の繰り返しにならない）こと
�・�　生活ぶりがうかがわれる画像に関する原告，被告の主張について比較検討する姿勢を示していること
�・�　生活ぶりがうかがわれる画像が，インターネットに公開されていることの問題点について具体的に言及していること
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公
法
系

　第
1
問

＊　この「採点の目安」は，法務省発表の出題趣旨に基づき，ＬＥＣが独自に解析した結果，採点の際に重視されたと思われる箇所
を指摘したものです。

＊　この表にいう「指摘」とは，答案において，各受験生がその論点について触れている割合を「○」「△」「空欄」の形で示すものです。
採り上げられている各項目につき，どのくらい充実した論述がなされていたのかを示すものではありません。

	公法系　第１問
第１　設問１について
１ 提起すべき訴訟

⑴　本件中止命令の取消訴訟
�・�　条文を指摘していること

⑵　国家賠償請求訴訟
�・�　中止命令によって生じた損害の賠償を請求すること
�・�　営業の自由侵害との関係で論じないこと
�・�　条文を指摘していること

２ 法令違憲の主張

⑴　憲法上の権利
�・�　本問で侵害されたＸ社の憲法上の権利は，表現の自由であること
�・�　本問で問題となっている表現の自由は，「情報を自由に流通させる権利」であること

⑵　権利侵害
�・�　法のいかなる部分が権利を侵害しているのか具体的に指摘していること

⑶　違憲理由
�・�　判例を基準に，認容される可能性のある論述であること
�・�　問題文の具体的な事実に基づく主張であること（一般論に終始した主張ではないこと）

３ 適用違憲の主張

⑴　本件中止命令の理由
�・�　画像修正の改善勧告に従わなかったことを理由に中止命令を受けたこと
�・�　修正を求められた画像は，「生活ぶりがうかがわれる画像」であること

⑵　法２条６号該当性
�・�　生活ぶりがうかがわれる画像は，法２条６号の「個人権利利益侵害情報」に該当しないことを根拠付ける事実を具体的
に指摘していること

第２　設問２について
１ 法令違憲の主張

⑴　反論
�・�　判例を基準に，認容される可能性のある論述であること
�・�　問題文の具体的な事実に基づく主張であること（一般論に終始した主張ではないこと）

⑵　見解
�・�　自己独自の理由付けに基づく見解である（原告，被告の主張の繰り返しにならない）こと
�・�　表現の自由とプライバシーの権利との調整について，問題文の事実に基づいて個別的・具体的に行っていること

２ 適用違憲の主張
⑴　反論
�・�　生活ぶりがうかがわれる画像は，法２条６号の「個人権利利益侵害情報」に該当することを根拠付ける事実を具体的に
指摘していること

⑵　見解
�・�　自己独自の理由付けに基づく見解である（原告，被告の主張の繰り返しにならない）こと
�・�　生活ぶりがうかがわれる画像に関する原告，被告の主張について比較検討する姿勢を示していること
�・�　生活ぶりがうかがわれる画像が，インターネットに公開されていることの問題点について具体的に言及していること

Aさんの答案 Bさんの答案 Cさんの答案 Dさんの答案 Eさんの答案 Fさんの答案

順位 70 番台 400 番台 900 番台 1700 番台 1900 番台 2700 番台
第１　設問１について

△
国賠について触れ
ていない

△
国賠について触れ
ていない

△
国賠について触れ
ていない

○ ○ △
国賠について触れ
ていない

○ ○ ○ △
問題文の具体的な
事実に基づく主張
がされていない

△
表現の事由と営業
の自由のいずれを
検討しているのか
不明確

○ ○ △
法２条６号該当性
についての具体的
指摘が不足

△
事前抑制を中心に
論じている

第２　設問２について

○ ○ ○ ○ ○ △
問題文の事実につ
いての具体的な検
討が不足

○ △
反論と私見をまと
めて論じている

○ ○ △
時間不足のためか
十分な記載がない
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